
令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
船
用
品
検
査
試
験
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
用
品
検
査
試
験
規
則
（
大
正
九
年
逓
信
省
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
、
第
四
号
書
式
及
び
第
五
号
書
式
中
「

」
を
削
る
。

（
軌
道
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

軌
道
法
施
行
規
則
（
大
正
十
二
年
内
務
鉄
道
省
令
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
連
署
ノ
上
左
ノ
」
を
「
当
事
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
シ
次
ノ
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
連
署
ノ
上
」
を
「
当
事
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
連
署
（
新
設
分
割
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
署
名
）
ノ
上
左
ノ
」
を
「
当
事
者
ノ
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記

載
シ
次
ノ
」
に
改
め
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
九
十
八
号

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る

た
め
、
押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
船
舶
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

船
舶
法
施
行
細
則
（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
中
「印

」
及
び
備
考
８
を
削
る
。

第
五
号
書
式
中
「印

」
及
び
備
考
11
を
削
る
。

第
八
号
書
式
及
び
第
九
号
書
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
鉄
道
抵
当
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

鉄
道
抵
当
法
施
行
規
則
（
明
治
三
十
八
年
逓
信
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
署
名
捺
印
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
中
「
署
名
捺
印
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
署
名
捺
印
ス
ベ
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
署
名
捺
印
シ
且
毎
葉
ノ
綴
目
ニ
契
印
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
署
名
捺
印
ス
ヘ
シ
」
を
「
氏
名
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
記
載
シ
抵
当
権
者
及
会
社
ノ
代
表
取
締
役
又
ハ
代
表
執
行
役
之
ニ
署
名
捺
印
ス
ヘ
シ
」
を
「
記
載

ス
ベ
シ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
名
称
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
ノ
二
第
一
項
中
「
署
名
捺
印
ス
ベ
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
署
名
捺
印
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
シ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中
「
署
名
捺
印
ス
ヘ
シ
」
を
「
氏
名
又
ハ
名
称
ヲ
記
載
ス
ベ
シ
」
に
、
同
条
第
一
号
中
「
名
称
」
を

「
氏
名
又
ハ
名
称
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
を
削
る
。





第
一
号
書
式
第
二
表
記
載
心
得
４
中
「付

記
し
て
押
印
す
る

」
を
「付

記
す
る

」
に
改
め
、
同
書
式
第
四
表
中

「

そ
の
他
の
労
働
条
件

本
人

認
印
官
庁

受
理
印

」
を

「

そ
の
他
の
労
働
条
件

官
庁

受
理
印

」

同
表
記
載
心
得
２
中
「付

記
し
て
押
印
す
る

」
を
「付

記
す
る

」
に
改
め
、
同
表
記
載
心
得
７
及
び
記
載
心
得
９
中

「確
認
印

」
を
「確

認

」
に
改
め
る
。

に
改
め
、

第
十
一
号
書
式
中
「※

上
記
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。

年
月
日

船
舶
所
有
者
氏
名



」

「並
び
に
※
印
欄
」

及
び
記
載
心
得
６
を
削
り
、
記
載
心
得
７
を
記
載
心
得
６
と
す
る
。

、

第
十
六
号
書
式
第
六
表
及
び
同
書
式
第
八
表
中「（印

又
は
署
名
）

」及
び「（

S
ea
l
o
r
sig
n
a
tu
re ）

」を
削
り
、
同
表

「付
与
を
延
期
さ
れ
た
補

償
休
日
の
日
数
及
び
延

期
の
理
由

N
u
m
b
er
o
f
d
eferr‑

ed
co
m
p
en
sa
to
ry

h
o
lid
a
y
s
a
n
d
th
e

rea
so
n
fo
r
d
efer‑

m
en
t

船
員
の
確
認
印
又

は
署
名

S
ea
l
o
r
sig
n
a
‑

tu
re
b
y
h
o
ld
er

o
f
th
is
p
o
ck
et

led
g
er

「付
与
を
延
期
さ
れ
た
補
償
休
日
の
日
数
及
び

延
期
の
理
由

N
u
m
b
er
o
f
d
eferred

co
m
p
en
sa
to
ry

h
o
lid
a
y
s
a
n
d
th
e
rea
so
n
fo
r
d
efer‑

m
en
t

」

」

を

中

に
改

め
、
同
書
式
第
九
表
中

「船
舶
所
有
者
の
氏
名
又

は
名
称

（
印
又
は
名
称
）

N
a
m
e
o
f
sh
ip
o
w
n
er

(S
ea
l
o
r
sig
n
a
tu
re)

船
員
の
確
認
印
又

は
署
名

S
ea
l
o
r
sig
n
a
‑

tu
re
b
y
h
o
ld
er

o
f
th
is
p
o
ck
et

led
g
er

」
を

「船
舶
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称

N
a
m
e
o
f
sh
ip
o
w
n
er

」
に
改
め
、
同
書
式
第
十
表
か
ら
第
十
三
表
ま
で
の
書
式
中「（印

又
は
署
名
）

」及
び「(S

ea
l
o
r
sig
‑

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
左
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
、「
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を「
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
」

に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
及
び
同
条
第
三
項
中
「
確
認
印
」
を
「
確
認
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
船
員
の
氏
名
欄
に
船
員
の
確
認
印
の
あ
る
」
を
削
り
、「
か
え
」
を
「
代
え
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
記
載
し
、
押
印
し
て
」
を
「
記
載
し
て
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
中
「
外
、
左
の
」
を
「
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
」
に
、「
記
名
押
印
し
た
」
を
「
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し

た
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
ハ
中「（
受
領
印
を
押
さ
せ
る
こ
と
。）」
を
削
る
。

第
二
号
書
式
第
二
表
記
載
心
得
４
中
「付

記
し
て
押
印
す
る

」
を
「付

記
す
る

」
に
改
め
、
同
書
式
第
五
表
記
載

心
得
６
中
「に

署
名
押
印
さ
せ
る

」
を
「の

氏
名
を
記
載
す
る

」
に
改
め
、
同
書
式
第
六
表
か
ら
第
八
表
ま
で
の
書

式
中「（署

名
押
印
）

」を
削
る
。

第
十
二
号
書
式
中
「

」
及
び
記
載
心
得
３
を
削
る
。

第
十
三
号
書
式
及
び
第
十
四
号
書
式
中
「

」
及
び
記
載
心
得
４
を
削
る
。

第
十
五
号
書
式
中
「

」
を
削
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報
n
a
tu
re)

」を
削
り
、
同
書
式
記
載
心
得
第
六
表
及
び
第
七
表
の
項
６
中
「付

記
し
て
押
印
又
は
署
名
す
る

」
を
「付

記
す
る

」
に
改
め
、
同
項
７
、
８
及
び
10
中
「記

載
し
、
押
印
又
は
署
名
す
る

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
、
同
書

式
記
載
心
得
第
八
表
の
項
２
及
び
第
九
表
の
項
２
中
「確

認
印
を
押
し
、
又
は
署
名
す
る

」
を
「記

載
内
容
を
確
認

す
る

」
に
改
め
、
同
書
式H

o
w
to
en
ter
T
a
b
le
6
a
n
d
T
a
b
le
7

の
項
６
及
び
７
中
「a

n
d
th
e
sea
l
o
r
sig
n
a
‑

tu
re

」
を
削
り
、
同
項
８
及
び
10
中
「,

to
g
eth
er
w
ith
th
e
sea
l
o
r
sig
n
a
tu
re

」
を
削
り
、
同
書
式H

o
w
to

en
ter
T
a
b
le
8

の
項
２
及
びT

a
b
le
9

の
項
２
中
「p

u
t
h
is ／
h
er
sea
l
o
r
th
e
sig
n
a
tu
re

」
を
「co

n
firm

th
e

co
n
ten
ts
en
tered

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
二
書
式
中
「

」
及
び
記
載
心
得
７
を
削
る
。

第
十
七
号
書
式
中
「印
」
を
削
る
。

（
船
員
職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

船
員
職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
運
輸
省
令
第
三
十
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
３
中
「記

名
押
印
又
は
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

」を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「記

名
押
印
又
は
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

」を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
５
中
「記

名
押
印
又
は
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

」を
削
る
。

第
六
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「記

名
押
印
又
は
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

」を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
１
中
「記

名
押
印
又
は
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

」を
削
る
。

第
八
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「記

名
押
印
又
は
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

」を
削
る
。

第
九
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「記

名
押
印
又
は
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

」を
削
る
。

第
十
号
様
式
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
１
中
「記

名
押
印
又
は
署
名
の
い
ず
れ
か
に
よ
り

」を
削
る
。

（
通
訳
案
内
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

通
訳
案
内
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
及
び
第
十
一
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
を
削
る
。

（
航
路
標
識
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

航
路
標
識
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
意
２
を
削
り
、
注
意
３
を
注
意
２
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
意
２
を
削
り
、
注
意
１
を
注
意
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
意
３
を
削
り
、
注
意
４
を
注
意
３
と
し
、
注
意
５
を
注
意
４
と
し
、
注
意
６
を
注

意
５
と
す
る
。

第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「印

」
及
び
（
注
意
）
２
を
削
り
、（
注
意
）
３
を
（
注
意
）
２
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
意
２
を
削
り
、
注
意
１
を
注
意
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
意
２
を
削
り
、
注
意
３
を
注
意
２
と
す
る
。

（
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
譲
渡
人
及
び
譲
受
人
が
連
署
し
た
」
を
「
当
該
譲
渡
人
及
び
譲
受
人
の
氏
名
又
は
名

称
を
記
載
し
た
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
合
併
消
滅
法
人
等
が
連
署
し
た
」
を
「
当
該
合
併
消
滅
法
人
等
の
氏
名
又

は
名
称
を
記
載
し
た
」
に
、
同
条
第
三
項
中
「
分
割
被
承
継
法
人
等
が
連
署
（
分
割
承
継
法
人
（
同
項
に
規
定
す
る

「
分
割
承
継
法
人
」
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
新
設
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法

人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
分
割
被
承
継
法
人
（
同
項
に
規
定
す
る
「
分
割
被
承
継
法
人
」
を
い
う
。
第
四
項
及
び

第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
一
の
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
署
名
）
し
た
」
を
「
当
該
分
割
被
承
継
法
人
等

の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
分
割
承
継
法
人
」
の
下
に「（
法
第
十
七
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
「
分
割
承
継
法
人
」
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
、
同
条
第
四
項

中
「
分
割
被
承
継
法
人
」
の
下
に「（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
「
分
割
被
承
継
法
人
」
を
い
う
。
第
八
項
に
お
い
て

同
じ
。）」
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「申

請
者

印

」
を
「申

請
者

」
に
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「併

記
し
、
押

印
す
る

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
号
、
別
記
様
式
第
七
号
及
び
別
記
様
式
第
七
号
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
七
号
の
三
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
３
中
「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を
「記

載
す
る

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
八
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
３
中
「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を
「記

載
す
る

」
に
改

め
る
。

別
記
様
式
第
九
号
及
び
別
記
様
式
第
十
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を「記

載
す
る

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
３
及
び
４
中「「賞

罰
」
の
欄
」

の
次
に「

及
び
確
認

欄
」

を
加
え
、

「
並
び
に
署
名
及
び
押
印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
３
中
「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を
「記

載
す

る

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
三
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
３
中
「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を
「記

載
す

る

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
四
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を
「記

載
す

る

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
五
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を
「記

載
す

る

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
六
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
七
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を
「記

載
す

る

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
八
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を
「記

載
す

る

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
九
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
十
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
２
中
「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を
「記

載
す

る

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
十
一
及
び
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
十
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
１
中
「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
十
四
中
「申

請
者

印

」
を
「申

請
者

」
に
、同
様
式
記
載
要
領
２
中「併

記
し
、
押
印
す
る

」
を
「記

載
す
る

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
十
六
中
「申

請
者

印

」
を
「申

請
者

」
に
改
め
る
。

（
海
上
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

海
上
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
連
署
の
上
」
を
削
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
の
上
」
を
削
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
連
署
の
上
」
を
削
る
。





別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
一
号
の
二
様
式
中「（署

名
）

」を
削
り
、

「
※
受
付
担
当
者
確
認
欄印

」

を

「

」

※
受
付
担
当
者
確
認
欄

に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
十
二
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
十
四
号
様
式
及
び
第
十
六
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
十
七
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

第
十
八
号
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

（
測
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

測
量
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
中
「印

」
及
び
備
考
４
を
削
る
。

別
表
第
二
中
「氏

名
印








」
を
「氏

名




」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
か
ら
別
表
第
六
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
表
第
七
中「（署

名
）

」を
削
る
。

別
表
第
八
中
「印

」
及
び「（署

名
）

」を
削
る
。

別
表
第
十
一
中
「

」
を
削
る
。

別
表
第
十
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
表
第
十
四
中
「申

請
者

印

」
を
「申

請
者

」
に
改
め
る
。

（
造
船
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

造
船
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
運
輸
省
令
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
及
び
第
二
号
書
式
中
「

」
を
削
る
。

第
三
号
書
式
及
び
第
四
号
書
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
号
書
式
中
「

」
を
削
る
。

（
建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
及
び
第
一
号
の
二
書
式
中「（自

署
）

」を
削
る
。

第
一
号
の
三
書
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
三
号
の
二
書
式
中「（署

名
）

」を
削
り
、「責

任
者
（
職
氏
名
）
印

」
を
「責

任
者
（
職
氏
名
）

」に
改
め
る
。

第
五
号
書
式
第
一
面
中
記
入
注
意
２
を
削
り
、
記
入
注
意
３
を
記
入
注
意
２
と
し
、
記
入
注
意
４
を
記
入
注
意
３

と
し
、「登

録
申
請
者
氏
名

印

」
を
「登

録
申
請
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

第
六
号
書
式
添
付
書
類

中
記
入
注
意
１
を
削
り
、
記
入
注
意
２
を
記
入
注
意
１
と
し
、
記
入
注
意
３
を
記
入
注

意
２
と
し
、「印

」
を
削
り
、
同
書
式
添
付
書
類

中
「印

」
及
び「（署

名
）

」を
削
る
。

第
六
号
の
二
書
式
中
「印

」
を
削
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
項
第
一
号
、
第
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
条
第
一
項
第
一
号
、
第

二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第
三
条
の
七
第
一
項
第
一
号
中
「
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
」
を
「
氏
名
が

記
載
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
五
号
」
に

改
め
る
。

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
七
号
」
に
、「
第
十
一

条
の
四
第
一
項
第
八
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
十
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
」
を「
氏
名
が
記
載
さ
れ
た
」

に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
三
を
削
り
、
第
十
一
条
の
四
を
第
十
一
条
の
三
と
し
、
第
十
一
条
の
五
を
第
十
一
条
の
四
と
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「設

計
者
氏
名

印

」
を

「設
計
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２
と

す
る
。

別
記
別
記
第
三
号
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「設

計
者
氏
名

印

」
を

「設
計
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、

注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
八
号
様
式
（
昇
降
機
用
）
及
び
別
記
第
八
号
様
式
（
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
用
）
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
九
号
様
式
（
昇
降
機
用
）
及
び
別
記
第
九
号
様
式
（
昇
降
機
以
外
の
建
築
設
備
用
）
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注

意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
十
号
様
式
及
び
別
記
第
十
一
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
十
四
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を「申

請
者
氏
名

」に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
十
八
号
の
二
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「設

計
者
氏
名

印

」
を
「設

計
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注

意
２
と
す
る
。

別
記
第
十
八
号
の
三
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「設

計
者
氏
名

印

」
を
「設

計
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「工

事
監
理
者
氏
名

印

」
を
「工

事
監
理
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
す
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「届

出
者
氏
名

印

」
を
「届

出
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を「係

員
氏
名

」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「工

事
監
理
者
氏
名

印

」
を
「工

事
監
理
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
す
る
。





別
記
第
三
十
三
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」を「申
請
者
氏
名

」に
、

「
※
建
築
主
事印

※
審
査

」

を 「
※
建
築
主
事

※
審
査
担
当
者

」

に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、

注
意
１

を
削
り
、
注
意
１

を
注
意
１

と
し
、
注
意
１

を
注
意
１

と
す
る
。

担
当
者
印

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

別
記
第
三
十
四
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
１

を
削
り
、
注
意
１

を
注
意
１

と
し
、
注
意
１

を
注
意
１

と
す
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
二
様
式
中
「報

告
者
氏
名

印

」
を
「報

告
者
氏
名

」
に
、「調

査
者
氏
名

印

」
を
「調

査
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
三
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
四
様
式
中
「報

告
者
氏
名

印

」
を
「報

告
者
氏
名

」
に
、「検

査
者
氏
名

印

」
を
「検

査
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
五
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
六
様
式
中
「報

告
者
氏
名

印
」
を
「報

告
者
氏
名

」
に
、「検

査
者
氏
名

印

」
を
「検

査
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
七
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
八
様
式
中
「報

告
者
氏
名

印

」
を
「報

告
者
氏
名

」
に
、「検

査
者
氏
名

印

」
を
「検

査
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
す
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
九
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第
十
一
条
の
三

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
十
様
式
中
「報

告
者
氏
名

印

」
を
「報

告
者
氏
名

」
に
、「検

査
者
氏
名

印

」
を
「検

査
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
三
十
六
号
の
十
一
様
式
及
び
別
記
第
三
十
七
号
様
式
中
「第

十
一
条
の
四

」
を
「第

十
一
条
の
三

」
に
改

め
る
。

別
記
第
三
十
七
号
の
六
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
八
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
八
の
二
様
式
、
別
記
第
三
十

七
号
の
十
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
二
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
二
の
二
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十

四
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
六
様
式
、
別
記
第
三
十
七
号
の
十
六
の
二
様
式
、別
記
第
三
十
七
号
の
十
八
様
式
、

別
記
第
三
十
七
号
の
二
十
様
式
及
び
別
記
第
三
十
七
号
の
二
十
の
二
様
式
中「（署

名
）

」を
削
る
。

別
記
第
四
十
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注

意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
す
る
。

別
記
第
四
十
一
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
意
１

を
削
り
、
注
意
１

を

注
意
１
と
す
る
。

別
記
第
四
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
四
十
四
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」

に
、「係
員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注

意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
四
十
七
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２
と
す
る
。

別
記
第
四
十
八
号
様
式
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

別
記
第
四
十
九
号
の
三
様
式
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係

員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

を
注
意
２

と
す
る
。

別
記
第
四
十
九
号
の
七
様
式
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係

員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
五
十
号
の
二
様
式
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印
」

を「
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」

に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
五
十
号
の
五
様
式
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印
」

を「
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」

に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

か
ら
注
意

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
五
十
号
の
八
様
式
中「

印
」

及
び
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
し
、

注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
五
十
号
の
九
様
式
中「

印
」

及
び
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
五
十
号
の
十
一
様
式
及
び
別
記
第
五
十
号
の
十
四
様
式
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印
」

を「申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」

に
改
め
、
注
意

を
削
り
、
注
意

を
注
意

と
し
、
注
意

を
注
意

と
し
、

注
意

を
注
意

と
す
る
。

別
記
第
五
十
一
号
様
式
中「（

署
名
）」

を
削
り
、

「
責
任
者
（
職
氏
名
）
印
」

を「
責
任
者
（
職
氏
名
）
」

に

改
め
る
。

別
記
第
五
十
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
十
号
様
式
ま
で
の
様
式
中「（

署
名
）」

を
削
る
。

別
記
第
六
十
号
の
二
様
式
中「（

署
名
）」

を
削
り
、

「
責
任
者
（
職
氏
名
）
印
」

を「
責
任
者
（
職
氏
名
）」

に
改
め

る
。別

記
第
六
十
号
の
四
様
式
か
ら
別
記
第
六
十
号
の
十
一
様
式
ま
で
の
様
式
中「（

署
名
）」

を
削
る
。

別
記
第
六
十
一
号
様
式
、
別
記
第
六
十
一
号
の
二
様
式
、
別
記
第
六
十
五
号
様
式
及
び
別
記
第
六
十
五
号
の
二
様

式
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
六
十
七
号
の
三
様
式
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
設
計
者
氏
名

印
」

を「
設
計
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を

注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
六
十
七
号
の
四
様
式
中「

第
十
一
条
の
四
」

を「
第
十
一
条
の
三
」

に
改
め
る
。

別
記
第
六
十
九
号
様
式
中「

届
出
者
氏
名

印
」

を「
届
出
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏

名
」

に
改
め
、
注
意
１

を
削
り
、
注
意
１

を
注
意
１
と
す
る
。

（
海
事
代
理
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

海
事
代
理
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「
氏

名

印
」
を
「
氏

名

」
に
改
め
、
備
考
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「
印
」
及
び
備
考
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「
氏

名

印
」
を
「
氏

名

」
に
改
め
、
備
考
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中
「
印
」
及
び
備
考
を
削
る
。





（
自
動
車
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

自
動
車
型
式
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
八
十
五
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

削
除

第
六
条
第
一
項
の
表
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

削
除

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
内
航
海
運
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中「

印
」

を
削
る
。

一

内
航
海
運
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
二
号
）
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
及
び
第
八

号
様
式

二

公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
三
号
）
様
式
第

一
号
及
び
様
式
第
二
号

三

車
両
の
通
行
の
許
可
の
手
続
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
様
式
第
一

四

船
舶
推
進
性
能
試
験
及
び
船
舶
用
機
関
性
能
試
験
規
則
（
昭
和
四
十
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）
第
一
号
様
式

か
ら
第
四
号
様
式
ま
で

五

船
舶
設
備
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
五
年
運
輸
省
令
第
十
二
号
）
別
記
様
式

六

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
又
は
鉄
道
事
業
者
等
が
交
付
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路

事
業
廃
止
等
交
付
金
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
運
輸
省

建
設
省
令
第
十
六
号
）
様
式
第
一
か
ら
様
式
第
三
ま
で

七

大
都
市
地
域
に
お
け
る
優
良
宅
地
開
発
の
促
進
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
建
設
省
令

第
十
七
号
）
別
記
様
式
第
二
及
び
別
記
様
式
第
三

八

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
令
第
八

十
三
号
）
別
記
様
式
第
五
、
別
記
様
式
第
六
及
び
別
記
様
式
第
十

（
自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

自
動
車
整
備
士
技
能
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
号
様
式
中「

申
請
者

印
」

を「
申
請
者

」

に
改
め
、
注
６
を
削
る
。

（
優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

優
良
自
動
車
整
備
事
業
者
認
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中「

印
」

及
び
備
考
を
削
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
九
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

六
号
様
式
中「


」

及
び
備
考

を
削
る
。

第
七
号
様
式
中「


」

及
び
注

を
削
り
、
注

を
注
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中「（

第
三
十
七
条
の
二
関
係
）」

を「（
第
三
十
七
条
の
二
の
二
関
係
）」

に
改
め
、

「

」

及
び
注
を
削
る
。

第
十
号
様
式
中
注

を
削
る
。

軽
二
輪
第
一
号
様
式
及
び
軽
二
輪
第
二
号
様
式
中「

印
」

及
び
備
考
を
削
る
。

軽
二
輪
第
三
号
様
式
中「


」

及
び
注

を
削
る
。

軽
二
輪
第
四
号
様
式
及
び
軽
二
輪
第
五
号
様
式
中「

印
」

及
び
備
考
を
削
る
。

（
道
路
運
送
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条

道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
た
」
を

「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
道
事
業
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

自
動
車
道
事
業
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
た
」
を

「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
す
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条

削
除

第
一
号
様
式
中「

印
並
び
に
」

を
削
り
、
同
様
式
備
考

中「
連
署
し
て
指
定
を
申
請
す
る
場
合
は
」

を「
車
台

の
製
作
等
を
行
う
者
と
車
体
の
製
作
等
を
行
う
者
が
異
な
る
場
合
は
、
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
欄
」

に

改
め
、
同
様
式
備
考

中「
連
署
し
て
申
請
す
る
」

を「
車
台
の
製
作
等
を
行
う
者
と
車
体
の
製
作
等
を
行
う
者
が

異
な
る
」

に
、

「
外
」

を「
ほ
か
」

に
改
め
、
同
様
式
備
考

を
削
る
。

第
一
号
様
式
の
二
中「

印
並
び
に
」

及
び
備
考

を
削
り
、
備
考

を
備
考
と
す
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式

削
除

第
三
号
様
式
中「

印
並
び
に
」

及
び
備
考
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中「


」

及
び
備
考

を
削
り
、
備
考

を
備
考

と
し
、
同
備
考
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。


車
台
の
製
作
等
を
行
う
者
と
車
体
の
製
作
等
を
行
う
者
が
異
な
る
場
合
は
、
当
該
指
定
製
作
者
等
の
氏
名

又
は
名
称
を
並
記
す
る
こ
と
。

（
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
及
び
第
十
五
号
様
式
の
二
中
「
※
写
真
の
割
印
は
、
指
定
医
師
の
押
印
と
す
る
。」
及
び
「
割
印
※
」

を
削
り
、

「
医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地

印
」

を「
医
療
機
関
の
名
称
、
所
在
地
及
び
連
絡
先

」

に

改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「
※
写
真
の
割
印
は
、
医
師
又
は
検
査
員
の
押
印
と
す
る
。」
及
び
「
割
印
※
」
を
削
り
、

「医
療
機
関
又
は
講
習
機
関
の
名
称

及
び

所
在

地
印

」
を
「医

療
機
関
又
は
講
習
機
関
の
名
称
、

所
在
地
及
び
連
絡
先

」
に
改
め
、
注

を
削
る
。

（
土
地
収
用
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

土
地
収
用
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
建
設
省
令
第
三
十
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
五
中
「
氏
名
又
は
名
称

印
」
を
「
氏
名
又
は
名
称

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
の
二
か
ら
別
記
様
式
第
七
の
六
ま
で
、
別
記
様
式
第
九
の
二
か
ら
別
記
様
式
第
十
の
三
ま
で
及
び

別
記
様
式
第
十
二
か
ら
別
記
様
式
第
十
三
の
二
ま
で
の
様
式
中
「
印
」
を
削
る
。





第
二
十
二
号
様
式
中
「

」を
削
り
、

「
私
は
、
こ
の
申
請
書
の
記
載
事
項
が
、
私
の
知
り
得
る
限
り
、
真
正

申
請
者
署
名




で
あ
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。



























年
月

日
」

を

申
請


私

「

年
月

日
」

に
改
め
、
同
様
式
40
及
び
41
の
欄
中「

印
」

を
削
る
。

者
は
以
下
に
つ
い
て
確
認
し
、
該
当
す
る
場
合
は
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
「
レ
」
マ
ー
ク
を
入
れ
る
こ
と
。

は
、
こ
の
申
請
書
の
記
載
事
項
が
、
私
の
知
り
得
る
限
り
、
真
正
で
あ
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

第
二
十
四
号
の
二
様
式
中
「

」
及
び
注
を
削
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中
「

」を
削
り
、

「
私
は
、
こ
の
申
請
書
の
記
載
事
項
が
、
私
の
知
り
得
る
限
り
、
真
正

申
請
者
署
名


 

で
あ
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。



























年
月

日
」

を 「

年
月

日
」

に
改
め
、
同
様
式
36
及
び
37
の
欄
中「

印
」

を
削
る
。

申
請


私

者
は
以
下
に
つ
い
て
確
認
し
、
該
当
す
る
場
合
は
チ
ェ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
に
「
レ
」
マ
ー
ク
を
入
れ
る
こ
と
。

は
、
こ
の
申
請
書
の
記
載
事
項
が
、
私
の
知
り
得
る
限
り
、
真
正
で
あ
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

「
氏
名

認
印

「
氏
名

」
第
二
十
七
号
様
式
（
裏
）
中

を

」

に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
二
十
八
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
を
削
る
。

第
二
十
八
号
の
三
様
式
中
「

」
及
び
注
を
削
る
。

第
二
十
八
号
の
五
様
式
中
「

」
及
び
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
１
と
し
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

第
二
十
八
号
の
七
様
式
中
「

」
及
び
注
を
削
る
。

第
二
十
八
号
の
八
様
式
中
「
」
及
び
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

第
二
十
九
号
の
二
様
式
中
「印
」
及
び
注
を
削
る
。

（
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

航
空
法
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
及
び
」
を
削
り
、「
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、「
添
付
し
、

又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
、
か
つ
、
そ
の
写
し
を
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
当
該
証
書
」
の
下
に

「
の
写
し
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
号
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、「
、
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を

提
示
し
、
か
つ
、
そ
の
写
し
を
添
付
し
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
当
該
証
書
」
の
下
に
「
の
写
し
」を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
第
二
項
中
「
及
び
」
を
削
り
、「
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
」
を
「
次
の
各
号
」
に
改
め
、「
添
付
し
、

又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
、
か
つ
、
そ
の
写
し
を
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
当
該
証
書
」
の
下
に

「
の
写
し
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
提
示
し
、
か
つ
、
そ
の
写
し
を
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中「
当
該
証
書
」

の
下
に
「
の
写
し
」
を
加
え
る
。

第
百
六
十
八
条
第
一
項
中「（
第
五
号
を
除
く
。）」
及
び
「
、
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
示
し
、
か
つ
、
そ

の
写
し
を
添
付
し
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
証
す
る
文
書
」
を
「
証
す
る
文
書
の
写
し
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記

載
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し

た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中「


」

を
削
る
。

第
七
号
様
式
中「

」

及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
七
号
の
二
様
式
中「


」

及
び
注
を
削
る
。

第
八
号
の
二
様
式
中「


」

及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
一
号
の
二
様
式
及
び
第
十
一
号
の
四
様
式
中「


」

及
び
注
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
中「


」

及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
十
二
号
の
二
様
式
、
第
十
二
号
の
四
様
式
、
第
十
三
号
様
式
、
第
十
六
号
様
式
、
第
十
六
号
の
三
様
式
及
び
第

十
六
号
の
五
様
式
、
第
十
九
号
の
四
様
式
、
第
十
九
号
の
六
様
式
及
び
第
十
九
号
の
八
様
式
中「


」

及
び
注
を
削

る
。

（
港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
九
第
一
項
中
「
を
記
載
し
、
か
つ
、
申
請
者
の
代
表
者
が
記
名
押
印
し
、
又
は
署
名
し
な
け
れ
ば
」

を
「
及
び
申
請
者
の
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中「

印
」

及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中「

印
」

及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
三
号
の
二
様
式
中「

印

」

を「

」

に
改
め
、
同
様
式
備
考
５

中「
が
記
名
押
印
し
、
又
は
署
名
す

る
」

を「
の
氏
名
を
記
載
す
る
」

に
改
め
、
同

中「
が
、
そ
の
氏
名
」

を「
の
氏
名
」

に
、

「
が
記
名
押
印
し
、
又

は
署
名
す
る
」

を「
の
氏
名
を
記
載
す
る
」

に
改
め
る
。

第
五
号
の
二
様
式
中「

及
び
船
長
又
は
委
任
を
受
け
た
代
理
人
若
し
く
は
船
舶
の
職
員
に
よ
る
署
名
」

及
び

「
a
n
d
sig
n
a
tu
re
b
y
m
a
ster,a

u
th
o
rized

a
g
en
t
o
r
o
fficer 」

を
削
る
。

第
五
号
の
三
様
式
中「

印
」

及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

第
六
号
の
二
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中「

印
」

及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
九
号
様
式
中「

印
」

及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。





第
二
十
二
号
様
式
中

国
土

「
氏
名


交
通
大
臣


又
は
名
称











」

を「
国
土
交
通
大
臣


氏
名
又
は
名
称












」

に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
二
十
五
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「氏

名
又
は
名
称














」
を
「氏

名
又
は
名
称












」
に
改
め
る
。

「
申
込
者
の
氏
名
又
は
名
称

















」

を「申
込
者
の
氏
名
又
は
名
称















」

に
、

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
道
路
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

道
路
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
五
中
「印

」
及
び
記
載
要
領
４
を
削
り
、
記
載
要
領
５
を
記
載
要
領
４
と
し
、
記
載
要
領
６
を
記
載
要
領

５
と
し
、
記
載
要
領
７
を
記
載
要
領
６
と
す
る
。

様
式
第
五
の
二
中
「
印
」
を
削
る
。

様
式
第
五
の
四
及
び
様
式
第
七
の
四
中
「印

」
を
削
る
。

（
小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
書
式
中
「印
」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
航
空
機
登
録
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

航
空
機
登
録
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条

削
除

（
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
運
輸
省
令
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
一
号
様
式
の
四
中
「

」
を
削
る
。

（
建
設
機
械
抵
当
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

建
設
機
械
抵
当
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
建
設
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
１
中
「の

上
押
印

」
を
削
り
、「及

び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
を
記
入
の
上
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
押
印

」
を
「、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記

入

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
１
中
「の

上
押
印

」
を
削
り
、「主

た
る
事
務
所
の
所
在

地
を
記
入
の
上
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
押
印

」
を
「名

称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記

入

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
号
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
１
中
「の

上
押
印

」
を
削
り
、「及

び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
を
記
入
の
上
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
押
印

」
を
「、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記

入

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
を
削
り
、
同
様
式
記
載
要
領
１
中
「の

上
押
印

」
を
削
り
、「及

び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
を
記
入
の
上
代
表
者
の
氏
名
を
記
入
し
押
印

」
を
「、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記

入

」
に
改
め
る
。

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
建
設
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
印
を
証
す
る
印
鑑
証
明
」
を
「
運
転
免
許
証
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法

律
第
百
五
号
）
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
を
い
う
。）、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条

第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）、
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令

第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
を
い
う
。）の
写
し
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
に
足
り
る
書
類
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
印
鑑
登
録
証
明
書
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に

足
り
る
書
類
）（
以
下
「
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号
中
「
印
を
証
す
る
印
鑑
証
明
」
を
「
本
人
確
認
書
類
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
７
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
三
及
び
別
記
様
式
第
四
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
五
中「（第

十
条
の
八
関
係

）」を「（第
十
条
の
六
関
係

）」に
改
め
、「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考

３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
八
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
九
中
「

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
及
び
別
記
様
式
第
十
一
中
「

」
を
削
る
。

（
空
港
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

空
港
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
合
併
又
は
分
割
の
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

署
名
）
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

（
動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

動
力
車
操
縦
者
運
転
免
許
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
の
二
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め
、
備
考
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を

備
考
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中「

印
」

及
び
備
考
を
削
る
。

（
都
市
公
園
法
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

都
市
公
園
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
建
設
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
四
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

（
倉
庫
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

倉
庫
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
た
」
を

「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。
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（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
の
二
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
の
五
ま
で
の
様
式
中

「
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
号
の
六
及
び
別
記
様
式
第
三
号
の
九
中
「申

請
者

印

」
を
「申

請
者

」に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
の
二
ま
で
の
様
式
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
七
号
の
二
の
二
中
「氏

名


」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
七
号
の
四
及
び
別
記
様
式
第
七
号
の
五
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
七
号
の
六
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
の
二
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
の
三
中
「
」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
の
四
中
「及

び
氏
名

印

」
を
「及

び
氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
の
五
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
五
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
十
六
号
の
二
か
ら
別
記
様
式
第
十
六
号
の

四
ま
で
の
様
式
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
七
号
及
び
別
記
様
式
第
十
八
号
中
「
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
九
号
中
「及

び
氏
名

印

」
を
「及

び
氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
号
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中
「及

び
氏
名



」
を
「及

び
氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
三
号
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
二
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
号
中
「

」
及
び
備
考
６
を
削
り
、
備
考
７
を
備
考
６
と
す
る
。

（
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
号
の
二
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「

」
及
び
注
５
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
八
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
５
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

（
公
共
用
地
の
取
得
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
四
条

公
共
用
地
の
取
得
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「
氏
名
又
は
名
称

印
」
を
「
氏
名
又
は
名
称

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
及
び
別
記
様
式
第
四
中
「
印
」
を
削
る
。

（
宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
五
条

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「

」
及
び
注
意
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「申

請
者
氏
名



」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を「係

員
氏
名

」

に
改
め
、
注
意
７
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「

」
及
び
注
意
３
を
削
る
。

（
船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
十
六
条

船
舶
に
乗
り
組
む
医
師
及
び
衛
生
管
理
者
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「

」
及
び
注
を
削
る
。

（
内
航
海
運
組
合
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

内
航
海
運
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
添
え
、」の
下
に
「
当
事
者
の
名
称
及
び
」
を
加
え
、「
、
当
事
者
が
連
署
し
て
、」を
削
る
。

（
港
湾
運
送
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

港
湾
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
四
条
第
一
項
中
「
に
当
事
者
が
連
署
し
て
、
こ
れ
」
を
削
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
に
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
を
」を
削
る
。

（
自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
運
輸
省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
に
当
事
者
が
連
署
し
て
、
こ
れ
」
を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
に
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
て
、
こ
れ
」
を
削
る
。

（
住
宅
地
区
改
良
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
二
条

住
宅
地
区
改
良
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
建
設
省
令
第
十
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

（
施
工
技
術
検
定
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
四
十
三
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

一

施
工
技
術
検
定
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
建
設
省
令
第
十
七
号
）
様
式
第
二
号

及
び
様
式
第
二
号

二

近
畿
圏
の
近
郊
整
備
区
域
及
び
都
市
開
発
区
域
の
整
備
及
び
開
発
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
総

理
府
令
第
四
十
二
号
）
別
記
様
式
第
三

三

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
八
号
）

別
記
様
式
第
一

四

地
価
公
示
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
五
十
五
号
）
別
記
様
式
第
二

五

積
立
式
宅
地
建
物
販
売
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
建
設
省
令
第
二
十
九
号
）
別
記
様
式
第
一
、
別
記
様

式
第
四
か
ら
別
記
様
式
第
七
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
十

六

国
土
利
用
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
総
理
府
令
第
七
十
二
号
）
別
記
様
式
第
一
か
ら
別
記
様
式
第
四

ま
で
及
び
別
記
様
式
第
六

七

船
員
に
関
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
運
輸
省
令
第
四
十
六
号
）
別
記
様
式

八

農
住
組
合
の
行
う
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施
行
及
び
生
産
緑
地
地
区
に
関
す
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
の
要
請
に

関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
建
設
省
令
第
十
号
）
別
記
様
式
第
一
及
び
別
記
様
式
第
二

九

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
（
平
成
六
年
運
輸
省
令
第

五
十
号
）
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
６
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

第
六
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
十
号
様
式
、
第
十
二
号
様
式
、
第
十
四
号
様
式
、
第
十
六
号
の
二
様
式
、
第
十
九
号
の
二
様
式
、
第
二
十
号
様

式
中
、
第
二
十
一
号
の
四
様
式
及
び
第
二
十
一
号
の
五
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「印
」
を
削
る
。

第
二
十
五
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

」
に
改
め
、注
を
削
る
。

（
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
八
条

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
建
設
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「申

請
者
の
住
所

及
び
氏
名

印
」
を
「申

請
者
の
住
所

及
び
氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
五
中
「不

動
産
鑑
定
士

不
動
産
鑑
定
士
補

」
を
「不

動
産
鑑
定
士

」
に
、「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏

名

」
に
改
め
、
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
六
中
「不

動
産
鑑
定
士

不
動
産
鑑
定
士
補

」
を
「不

動
産
鑑
定
士

」
に
、
「
申
請
者
の
住
所

及
び
氏
名

印
」

を「
申
請
者

及
び

の
住
所

氏
名

」

に
改
め
、
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
七
及
び
別
記
様
式
第
九
中
「申

請
者
の
住
所

及
び
氏
名

印

」
を
「申

請
者
の
住
所

及
び
氏
名

」に
改
め
る
。

（
特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
九
条

特
殊
貨
物
船
舶
運
送
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
運
輸
省
令
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
号
様
式
か
ら
第
二
号
の
二
様
式
ま
で
の
様
式
、
第
二
号
の
五
様
式
、
第
二
号
の
六
様
式
、
第
三
号
様
式
、
第

四
号
様
式
、
第
七
号
様
式
、
第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
、
第
十
二
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
中
「印
」
及
び

（
注
）
を
削
る
。

（
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
条

道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和

三
十
九
年
運
輸
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「

」
を
削
る
。

（
道
の
区
域
内
の
国
土
交
通
大
臣
が
管
理
す
る
河
川
に
係
る
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
十
二
条

道
の
区
域
内
の
国
土
交
通
大
臣
が
管
理
す
る
河
川
に
係
る
流
水
占
用
料
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十

年
建
設
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「住

所
氏
名



」
を
「住

所
氏
名

」
に
改
め
る
。

（
海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
十
三
条

海
上
に
お
け
る
人
命
の
安
全
の
た
め
の
国
際
条
約
等
に
よ
る
証
書
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
年
運
輸

省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
号
様
式
中
「印

」
及
び
（
注
）
２
を
削
り
、（
注
）
１
を
（
注
）
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「印

」
及
び
（
注
）
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

」
に
改
め
、（
注
）を
削
る
。

（
小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
四
条

小
型
船
造
船
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
運
輸
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。第

一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「
氏
名
又
は
名
称

印
」
を
「
氏
名
又
は
名
称

」
に
改
め
る
。

（
河
川
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
一
条

河
川
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
年
建
設
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
６
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
四
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
６
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
五
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
７
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
六
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
６
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
七
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
５
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
八
の

及
び

(甲の２)
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
八
の
一
の
二
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
八
の
三
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一

ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
十
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
一
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
三
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
６
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
十
六
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５

を
備
考
４
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
六
の
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
六
の
四
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
９
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。
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（
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
五
条

古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
令
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

（
流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
六
条

流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
中
「

」
及
び
備
考
４
を
削
り
、
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
備
考
６
を
備
考
５
と
し
、
備
考
７
を

備
考
６
と
す
る
。

別
記
様
式
第
五
中
「
」
及
び
備
考
４
を
削
り
、
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
備
考
６
を
備
考
５
と
す
る
。

（
ダ
ム
使
用
権
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
七
条

ダ
ム
使
用
権
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
条
第
二
項
中
「
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条

削
除

第
十
四
条
中
「
申
請
人
」
を
「
登
録
を
申
請
す
る
者（
第
十
六
条
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て「
申
請
人
」と
い
う
。）」

に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
項
中
「
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

（
船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
五
十
八
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「

」
を
削
る
。

一

船
員
災
害
防
止
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
運
輸
省
令
第
七
十
八
号
）
第
一
号
様

式
及
び
第
二
号
様
式

二

指
定
漁
船
に
乗
り
組
む
海
員
の
労
働
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
省
令（
昭
和
四
十
三
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）

別
記
様
式

三

船
内
に
お
け
る
食
料
の
支
給
を
行
う
者
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
第
三
号
様
式

四

浄
化
槽
設
備
士
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
九
年
建
設
省
令
第
十
七
号
）
別
記
様
式
第
六
号
及
び
別
記
様
式
第

七
号

五

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十

七
号
）
第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式

六

踏
切
道
改
良
促
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
六
号
）
第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式

（
下
水
道
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
九
条

下
水
道
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
四
中
「氏

名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ

つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「氏

名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ

つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
五
中
「印

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
六
及
び
別
記
様
式
第
七
中
「氏

名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ

つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「氏

名
又
は
名
称
及
び

つ
て
は
そ
の
代
表
者

法
人
に
あ

の
氏
名

」
に
改
め
、
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備

考
３
と
す
る
。

（
都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
一
条

都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
印
を
証
す
る
印
鑑
証
明
」
を
「
運
転
免
許
証
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
を
い
う
。）、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二

条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）、
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政

令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
を
い
う
。）の
写
し
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
に
足
り
る
書
類
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
印
鑑
登
録
証
明
書
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

に
足
り
る
書
類
）（
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

（
都
市
計
画
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
条

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
六
項
中
「
記
名
押
印
又
は
署
名
を
し
な
け
れ
ば
」
を
「
そ
の
氏
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
」に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
備
考
４
を
削
り
、備
考
５
を
備
考
４
と
し
、

備
考
６
を
備
考
５
と
し
、
備
考
７
を
備
考
６
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
の
二
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
備
考
４
を
削
り
、
備
考
５
を
備
考
４

と
し
、
備
考
６
を
備
考
５
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
及
び
別
記
様
式
第
五
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備

考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
八
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
九
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２

と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
九
の
二
中
「別

記
様
式
第
９
の
２

」
を
「別

記
様
式
第
九
の
二

」
に
改
め
、「

」
及
び
備
考
２
を
削

り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
６
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
九
の
三
中
「

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

別
記
様
式
第
九
の
四
中
「

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
一
中
「

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
一
の
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
７
ま
で
を

一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
十
一
の
三
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
一
の
五
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
７
ま
で
を

一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
十
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５

を
備
考
４
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
三
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
六
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
八
中
「氏

名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ

つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「氏

名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ

つ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
５
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
十
七
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
り
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
備
考
６

を
備
考
５
と
す
る
。





「

別
記
様
式
第
二
十
五
中
「印

」
を
削
り
、注

１
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ

２
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は
、
押
印
を
省
略
す
る

」

て
記
載
し
て
下
さ
い
。

こ
と
が
で
き
ま
す
。

を「
注
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ
て
記
載
し
て
く

」
だ
さ
い
。

に
改
め
る
。

（
自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
十
三
条

自
動
車
の
登
録
及
び
検
査
に
関
す
る
申
請
書
等
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令

第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中「

（
使
用
者
）

氏
名
又
は
名
称

印










」

を「
（
使
用
者
）

氏
名
又
は
名
称











」

に
改
め
、
備
考
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

備
考
新
規
登
録
申
請
又
は
移
転
登
録
申
請
を
行
う
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
所
有
者
は
、
押
印
す
る
こ

と
を
要
し
な
い
。

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
を
削
る
。

第
三
号
様
式
の
二
中「

（
使
用
者
）

氏
名
又
は
名
称

印










」

を「
（
使
用
者
）

氏
名
又
は
名
称











」

に
改
め
、
備
考
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

備
考
永
久
抹
消
登
録
申
請
、
一
時
抹
消
登
録
申
請
又
は
輸
出
抹
消
登
録
申
請
を
行
う
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
所
有
者
は
、
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
三
号
様
式
の
三
中「

申
請
代
理
人

氏
名

印








」

を「
申
請
代
理
人

氏
名








」

に
改
め
、
備
考
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

備
考
永
久
抹
消
登
録
申
請
を
行
う
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
所
有
者
は
、押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中「

（
登
録
権
利
者
）

氏
名
又
は
名
称

印










」

を「
（
登
録
権
利
者
）

氏
名
又
は
名
称











」

に
、

「
申
請
代
理
人

氏
名

印








」

を「
申
請
代
理
人

氏
名








」

に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
及
び
専
用
第
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

専
用
第
二
号
様
式
中「

（
使
用
者
）

氏
名
又
は
名
称

印










」

を「
（
使
用
者
）

氏
名
又
は
名
称











」

に
改
め
、
備
考
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

備
考
移
転
登
録
申
請
を
行
う
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
所
有
者
は
、
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

専
用
第
三
号
様
式
、
第
七
号
様
式
、
第
八
号
様
式
、
軽
第
一
号
様
式
か
ら
軽
第
五
号
様
式
ま
で
、
軽
専
用
第
一
号

様
式
及
び
軽
専
用
第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
を
削
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
権
利
処
分
承
認
申
請
書
に
署
名
し
た
者
の
印
を
証
す
る
印
鑑
証
明
」
を
「
権
利
の
処
分

に
つ
い
て
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
及
び
権
利
の
処
分
の
相
手
方
の
本
人
確
認
書
類
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
一
の
二
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「印

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

別
記
様
式
第
五
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
五
の
二
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
り
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
備
考

６
を
備
考
５
と
す
る
。

別
記
様
式
第
五
の
三
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
六
中
「印
」
及
び
備
考
６
を
削
り
、
備
考
７
を
備
考
６
と
す
る
。

別
記
様
式
第
七
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
り
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
八
中
「印

」
及
び
備
考
６
を
削
り
、
備
考
７
を
備
考
６
と
す
る
。

別
記
様
式
第
九
及
び
別
記
様
式
第
十
三
中
「印

」
及
び
備
考
４
を
削
り
、
備
考
５
を
備
考
４
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
三
の
二
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
四
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
り
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
五
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
六
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
中
「４

裁
定
申
立
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

」を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
七
中
「印

」
及
び
備
考
６
を
削
り
、
備
考
７
を
備
考
６
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
八
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
り
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
九
中
「印

」
及
び
備
考
６
を
削
り
、
備
考
７
を
備
考
６
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
り
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「こ
の
通
知
書
に
押
印
し
た
者
の
印
を
証
す
る
印

鑑
証
明

」
を
「権

利
を
譲
渡
し
た
者
の
本
人
確
認
書
類

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
三
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「こ

の
通
知
書
に
押
印
し
た
者
の
印
を
証
す
る
印

鑑
証
明

」
を
「質

権
を
設
定
し
た
者
の
本
人
確
認
書
類

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
四
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
１
中
「こ

の
届
出
書
に
押
印
し
た
者
の
印
を
証
す
る
印

鑑
証
明

」
を
「譲

受
け
予
定
者
及
び
先
取
特
権
、質
権
又
は
抵
当
権（
こ
れ
ら
の
権
利
を
目
的
と
す
る
権
利
を
含
む
。）

を
有
し
て
い
た
者
の
本
人
確
認
書
類

」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
登
録
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
二
条

自
動
車
登
録
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

登
録
の
抹
消
又
は
抹
消
し
た
登
録
の
回
復
の
申
請
書
に
は
、次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
動
車
登
録
番
号

二

第
一
項
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項

三

代
理
人
に
よ
り
登
録
の
抹
消
又
は
抹
消
し
た
登
録
の
回
復
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
住
所

四

登
録
の
抹
消
又
は
抹
消
し
た
登
録
の
回
復
の
原
因
及
び
そ
の
日
付





（
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
四
条

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
中 「

事
業
者
等
の
証
明

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印

」

を

事
業
者
等
の
証
明

（
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
）

「

」

に
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
注

を
削
る
。

第
一
号
様
式
中
「受

付
印
経
由
印
収
入
印
紙
又
は
証
紙
ち
よ
う
付
箇
所

（
消
印
し
な
い
こ
と
。）

」
を
「

収
入
印
紙
又

（
消
印
し

」
に
改
め
、「

」
を
削
り
、
同
様
式
注
１
中
「ち

よ
う
付

」
を
「貼

付

」
に
改
め
、

は
証
紙
貼
付
箇
所

な
い
こ
と
。）

同
様
式
中
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
九
号
様
式
中
「

」
及
び
注
を
削
る
。

第
十
七
号
様
式
中「受

付
印
収
入
印
紙
又
は
証
紙
貼
付
箇
所

（
消
印
し
な
い
こ
と
。）

」を「

収
入
印
紙
又
は
証
紙
貼
付
箇
所

（
消
印
し
な
い
こ
と
。）

」

に
改
め
、「

」
及
び
注
を
削
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
注

を
削
り
、
注

を
注

と
す
る
。

第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
注

を
削
る
。

第
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
注

を
削
り
、
注

を
注

と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
注

を
削
る
。

第
十
号
様
式
の
二
中
「印

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
注

を
削
り
、
注

を
注
と
す
る
。

（
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
五
条

全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
及
び
第
四
号
の
二
様
式
中
「

」
及
び
備
考
４
を
削
る
。

第
六
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
を
削
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
を
削
る
。

（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
六
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
４
を
削
る
。

第
一
号
の
四
の
二
様
式
中
「

」
及
び
備
考
７
を
削
る
。

第
一
号
の
四
の
六
様
式
中
「

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

第
一
号
の
五
の
二
様
式
中
「

」
及
び
備
考
７
を
削
る
。

第
一
号
の
五
の
三
様
式
及
び
第
一
号
の
六
様
式
中
「

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

第
一
号
の
九
の
二
様
式
及
び
第
一
号
の
九
の
四
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
一
号
の
九
の
六
様
式
中
「

」
及
び
備
考
４
を
削
る
。

第
一
号
の
九
の
八
様
式
中
「

」
及
び
備
考
７
を
削
る
。

第
一
号
の
十
三
様
式
、
第
一
号
の
十
五
様
式
、
第
一
号
の
十
七
様
式
及
び
第
一
号
の
十
八
様
式
中
「

」
及
び
注

２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
六
号
の
三
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
八
号
様
式
中「

申
請
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

印
」

を「
申
請
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

」

に
改
め
、
注
を
削
る
。

（
旅
行
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
七
条

旅
行
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
八
条

海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
及
び
注
３
を
削
る
。

（
船
員
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
九
条

船
員
電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「医

師
氏
名
印

」
を
「医

師
氏
名

」
に
改
め
る
。

（
船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
条

船
舶
安
全
法
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
を
記
載
し
て
記
名
押
印
す
る
」
を
「
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
」
に

改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
を
記
載
し
、
か
つ
、
記
名
押
印
し
た
」
を
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
」
に
改

め
る
。

第
一
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

第
九
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
十
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

」
に
改
め
、
注
を
削
る
。

（
船
舶
等
型
式
承
認
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
一
条

船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
を
削
る
。

第
六
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所

」
に
改
め
、
注
を
削
る
。

（
都
市
緑
地
法
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
二
条

都
市
緑
地
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
建
設
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「印
」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
及
び
別
記
様
式
第
三
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
公
有
水
面
埋
立
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
三
条

公
有
水
面
埋
立
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省

建
設
省
令
第
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を

備
考
４
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
及
び
別
記
様
式
第
五
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
六
中
「
」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
七
及
び
別
記
様
式
第
八
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
九
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

（
生
産
緑
地
法
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
四
条

生
産
緑
地
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
建
設
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中「（第

一
条
関
係
）

」を「（第
四
条
関
係
）

」に
改
め
、「印

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

（
新
都
市
基
盤
整
備
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
五
条

新
都
市
基
盤
整
備
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
建
設
省
令
第
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
印
を
証
す
る
印
鑑
証
明
」
を
「
運
転
免
許
証
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
を
い
う
。）、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二

条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）、
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政

令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
を
い
う
。）の
写
し
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
に
足
り
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
印
鑑
登
録
証
明
書
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

に
足
り
る
書
類
）」に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
、
別
記
様
式
第
三
、
別
記
様
式
第
五
、
別
記
様
式
第
七
か
ら
第
九
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
十
三
中

「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
四
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
六
条

大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
五

十
年
建
設
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
七
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
八
及
び
別
記
様
式
第
九
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
二
中
「

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
三
中
「

」
及
び
備
考
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
三
の
二
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
四
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
五
中
「

」
及
び
備
考
を
削
る
。

（
船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
七
条

船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保
障
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
運
輸
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者

所
並
び

の
氏
名

」
に
、

「
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を「

代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及

に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代

び
住
所
並
び

表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
注
８
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住

に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者

所
並
び

の
氏
名

」
に
、

「
代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を「

代
理
人
の
氏
名
又
は
名
称
及

に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代

び
住
所
並
び

表
者
の
氏
名

」
に
改
め
、
注
６
を
削
る
。

第
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
４
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
３
を
削
る
。

（
幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
八
条

幹
線
道
路
の
沿
道
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
６
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

（
船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
十
九
条

船
舶
の
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
運
輸
省
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
を
削
る
。

（
土
地
区
画
整
理
士
技
術
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
条

土
地
区
画
整
理
士
技
術
検
定
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

様
式
第
一
中
「明

治
大
正
昭
和

」
を
削
る
。

様
式
第
二
中
「
」
及
び
「明

治
大
正
昭
和

」
を
削
る
。

様
式
第
四
及
び
様
式
第
六
中
「

」
及
び
注
を
削
る
。

様
式
第
八
中
「明

治
大
正
昭
和

」
を
削
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
船
舶
の
設
備
等
の
検
査
等
に
関
す
る
規
則

の
一
部
改
正
）

第
八
十
一
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
船
舶
の
設
備
等
の
検
査
等
に
関

す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
一
号
の
二
の
二
様
式
及
び
第
一
号
の
二
の
四
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
一
号
の
二
の
五
様
式
中
「

」
を
削
る
。

第
一
号
の
三
様
式
、
第
一
号
の
三
の
三
様
式
及
び
第
一
号
の
三
の
四
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を

注
と
す
る
。

第
一
号
の
三
の
五
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
一
号
の
四
様
式
中
「
」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
一
号
の
五
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
一
号
の
五
の
二
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
一
号
の
五
の
三
様
式
及
び
第
一
号
の
五
の
五
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
一
号
の
五
の
六
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
一
号
の
五
の
七
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
一
号
の
六
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
及
び
注
５
を
削
る
。

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「

」
及
び
注
４
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「

」
及
び
注
５
を
削
る
。

第
八
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
中
「

」
及
び
注
４
を
削
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「

」
及
び
注
５
を
削
る
。

第
十
四
号
様
式
、
第
十
五
号
様
式
、
第
十
七
号
様
式
及
び
第
十
九
号
様
式
中
「
」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
二
十
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

（
特
定
都
市
鉄
道
整
備
促
進
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
七
条

特
定
都
市
鉄
道
整
備
促
進
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
運
輸
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「

」
及
び
注
を
削
る
。

（
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
八
条

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」

に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
署
名
）
し
た
」
を

「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

（
民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
九
条

民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
建
設
省
令
第
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「

」
及
び
備
考

を
削
り
、
備
考

を
備
考

と
し
、
備
考

か
ら
備
考

ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

（
集
落
地
域
整
備
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
条

集
落
地
域
整
備
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
建
設
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

（
大
都
市
地
域
に
お
け
る
宅
地
開
発
及
び
鉄
道
整
備
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
九
十
一
条

大
都
市
地
域
に
お
け
る
宅
地
開
発
及
び
鉄
道
整
備
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

（
平
成
元
年
建
設
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
八
十
二
条

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
業
場
の
認
定
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
を
記
載
し
て
記
名
押
印
す
る
」
を
「
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
」
に

改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
を
記
載
し
、
か
つ
、
記
名
押
印
し
た
」
を
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
」
に
改

め
る
。

第
一
号
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
七
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「

」
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

（
海
洋
汚
染
防
止
設
備
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
型
式
承
認
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
十
三
条

海
洋
汚
染
防
止
設
備
及
び
大
気
汚
染
防
止
検
査
対
象
設
備
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
運
輸
省
令

第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
、
第
三
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
六
号
様
式
、
第
八
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
中
「

」
及
び
注

２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

（
浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
十
四
条

浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
年
建
設
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
号
及
び
別
記
様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
七
号
、
別
記
様
式
第
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
十
二
号
中
「

」
を
削
る
。

（
浄
化
槽
の
型
式
の
認
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
十
五
条

浄
化
槽
の
型
式
の
認
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
年
建
設
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「

」
及
び
備
考
を
削
る
。

（
船
員
に
関
す
る
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
改
正
）

第
八
十
六
条

船
員
に
関
す
る
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
昭
和
六
十
一
年
運
輸
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
を
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
署
名
し
た
」
を
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
」
に
改

め
る
。





別
記
様
式
第
三
中
「

」
を
削
り
、

「
備
考１
申
出
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
は
、

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
を
記
載

２
申
出
人
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記

に
お
い
て
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
「
地
積
」
欄
の
最
下
段
に
地
積
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

４
「
換
地
処
分
の
共
用
持
分
」
欄
は
、
従
前
の
宅
地
の
価
額
の
割
合

る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

そ
れ
ぞ
れ
そ
の
法
人
の

す
る
こ
と
。

載
を
自
署
で
行
う
場
合

」

を 「
備
考１
申
出
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
所
及
び
氏
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
地
積
」
欄
の
最
下
段
に
地
積
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

３
「
換
地
処
分
後
の
共
用
持
分
」
欄
は
、
従
前
の
宅
地
の
価
額
の
割
合
と
異
な

め
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

と
異
な
る
割
合
を
定
め

」

そ
の
法
人
の

る
割
合
を
定

に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
八
条

建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
第
一
面
中
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

」
に
、「係

員
印

」

を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２
を
削
り
、
注
意
１
を
注
意
と
す
る
。

第
五
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
十
二
号
様
式
第
一
面
及
び
第
十
三
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名

及
び
法
人
に
あ

そ
の
代
表
者
の

又
は
名
称

っ
て
は
、

氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
十
七
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者
（
管
理
者
等
）
の
氏
名
又
は
名
称
、

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」を「申
請
者
（
管
理
者
等
）

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は

の
氏
名
又
は
名
称
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
二
十
一
号
様
式
第
一
面
中
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

印

」
を
「報

告
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

」
に
、「係

員

印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

（
航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
九
条

航
空
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

（
航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
）

第
百
条

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
運
輸
省
令
第
二
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「
」
及
び
注
を
削
る
。

第
三
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「

」
及
び
注
を
削
る
。

（
貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
二
条

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
六
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
た
」
を
「
記
載

し
た
」
に
改
め
る
。

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
三
条

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
、
当
事
者
が
連
署
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改

め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
記
載
し
、
か
つ
当
事
者
が
連
署
（
新
設
分
割
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
署
名
）
し
た
」を「
記

載
し
た
」
に
改
め
る
。

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
四
条

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
年
運
輸
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

（
地
方
拠
点
都
市
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
法
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
九
十
五
条

地
方
拠
点
都
市
地
域
に
お
け
る
都
市
計
画
法
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令（
平
成
四
年
建
設
省
令
第
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

（
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
六
条

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
九
十
七
条

被
災
市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。
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（
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
一
条

密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街
区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
建
設
省
令
第
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
を
削
る
。

第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
印
を
証
す
る
印
鑑
証
明
」
を
「
運
転
免
許
証
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年

法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
運
転
免
許
証
を
い
う
。）、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二

条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）、
旅
券
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政

令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
を
い
う
。）の
写
し
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
に
足
り
る
書
類
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
印
鑑
登
録
証
明
書
そ
の
他
そ
の
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

に
足
り
る
書
類
）（
第
八
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
本
人
確
認
書
類
」
と
い
う
。）」
に
改
め
る
。

第
八
十
六
条
第
二
項
中
「
権
利
処
分
承
認
申
請
書
に
署
名
し
た
者
の
印
を
証
す
る
印
鑑
証
明
」
を
「
権
利
の
処
分

に
つ
い
て
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
及
び
権
利
の
処
分
の
相
手
方
の
本
人
確
認
書
類
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」に
、「注

１
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、代
表
者
の
氏
名
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

」

を
「注

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

」に
改
め
、「２

氏
名
の
記

載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

」を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、「注

１
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

」を
「注

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

」に
改
め
、「２

氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

」を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
７
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
第
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

別
記
第
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
４
を
削
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
４
を
削
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

別
記
第
二
十
六
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
６
を
削
る
。

（
装
置
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
条

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
一
号
様
式
の
二
中
「印

並
び
に

」
及
び
備
考

を
削
り
、
備
考

を
備
考
と
す
る
。

第
五
号
様
式
中
「印

並
び
に

」
及
び
備
考
を
削
る
。

（
住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
条

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「申

請
受

理
者

印

」
を
「申

請
受
理
者
氏
名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４

を
備
考
３
と
す
る
。

第
五
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「申

請
受

理
者

印

」
を
「申

請
受
理
者
氏
名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「工

事
施

工
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「工

事
施
工
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「工

事
監
理
者
の
氏
名

印

」
を
「工

事
監
理
者
の
氏
名

」
に
、「申

請
受
理
者
印

」
を
「申

請
受
理
者
氏
名

」
に
改
め
、
備
考
２
を

削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

第
八
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「所

有
者

の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「所

有
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「申

請
受
理
者
印

」
を
「申

請
受
理
者

氏
名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

第
九
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「工

事
施

工
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「工

事
施
工
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「工

事
監
理
者
の
氏
名

印

」
を
「工

事
監
理
者
の
氏
名

」
に
、「申

請
受
理
者
印

」
を
「申

請
受
理
者
氏
名

」
に
改
め
、
備
考
２
を

削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

第
三
十
七
号
様
式
、
第
四
十
号
様
式
及
び
第
四
十
三
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
改
め
、
備
考
３
を
削
り
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、備
考
５
を
備
考
４
と
す
る
。

第
四
十
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
り
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

第
四
十
五
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
五
十
九
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」に
改
め
、

備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

第
六
十
二
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」に
改
め
、

備
考
３
を
削
り
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
備
考
６
を
備
考
５
と
す
る
。

第
七
十
六
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
り
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
備
考
６

を
備
考
５
と
す
る
。

（
水
防
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
条

水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備

考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
す
る
。





第
一
号
様
式
中
「

住
所
：















氏
名
又
は
名
称
：

印














」
を
「

」
に
改

第
六
条
第
二
項
中
「
記
載
し
、
記
名
押
印
又
は
署
名
し
た
」
を
「
記
載
し
た
」
に
改
め
る
。

（
小
型
船
舶
登
録
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
三
条

小
型
船
舶
登
録
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

申
請
代
理
人
（
代
理
申
請
の
場
合
）

め
る
。

第
二
号
様
式
中

め
、
同
様
式
注
１
中
「氏

名
又
は
名
称
を
記
載
し
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「押

印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

」
に
改
め
る
。

申
請
代
理
人
（
代
理
申
請
の
場
合
）

住
所
：















氏
名
又
は
名
称
：















「

」

申
請
代
理
人
（
代
理
申
請
の
場
合
）

申
請
代
理
人
（
代
理
申
請
の
場
合
）

住
所
：















住
所
：















氏
名
又
は
名
称
：

印















氏
名
又
は
名
称
：















」
を

「

に
改

第
二
十
四
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４

を
備
考
３
と
す
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
５
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
一
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
を

備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

第
十
五
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
三
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
及
び
注
１
を
削
り
、
注
２
を
注
と
す
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中
「

「
を
」

」

住
所
：













住
所
：













氏
名
又
は
名
称
：

印













氏
名
又
は
名
称
：













に
改
め
、注
を
削
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
五
条

首
都
圏
近
郊
緑
地
保
全
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府

建
設
省
令
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

（
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
六
条

近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府

建
設
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

（
大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
七
条

大
深
度
地
下
の
公
共
的
使
用
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
五
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
六
か
ら
別
記
様
式
第
八
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
九
中
「氏

名
又
は
名
称

印
」
を
「氏

名
又
は
名
称

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
及
び
別
記
様
式
第
十
一
中
「印
」
を
削
る
。

（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
八
条

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年

国
土
交
通
省
令
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「印

」
及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、備
考
３
を
備
考
２
と
し
、

備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す

る
。別

記
様
式
第
六
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
解
体
工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
百
九
条

解
体
工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「申

請
者

印

」
を
「申

請
者

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
四
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
六
号
中
「印

」
を
削
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
三
号
、
別
記
様
式
第
四
号
、
別
記
様
式
第
七
号
及
び
別
記
様
式
第
八
号
、
別
記

様
式
第
十
号
の
三
及
び
別
記
様
式
第
十
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
五
号
ま
で
の
様
式
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
の
二
中
「申

請
者

印

」
を
「申

請
者

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
七
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
九
号
ま
で
及
び
別
記
様
式
第
二
十
一
号
中
「

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
三
号
中
「申

請
者

印

」
を
「申

請
者

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
三
号
の
三
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
、
別
記
様
式
第
二
十
五
号
及
び
別
記
様
式
第
三
十
一
号
中

「

」
を
削
る
。

（
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
一
条

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
３
を
削
る
。

（
船
員
に
関
す
る
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
二
条

船
員
に
関
す
る
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交

通
省
令
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
百
十
四
条

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
国
土
交

通
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中「

印
」

を
削
り
、

「
日
本
工
業
規
格
」

を「
日
本
産
業
規
格
」

に
改
め
る
。

（
特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
百
十
五
条

特
定
建
設
資
材
に
係
る
分
別
解
体
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
十
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中「

印
」

及
び
注
意
２
を
削
り
、
注
意
３
を
注
意
２
と
す
る
。

（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
六
条

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏
名
」

に
改
め
、

注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。





様
式
第
四
中「

印
」

を
削
り
、 「注

１
不
要
の
部
分
は
消
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ
て
記
載
し

３
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

４
変
更
認
定
申
請
の
場
合
は
、
変
更
に
係
る
事
項
の
み
を
記
載
し
て
く
だ

」
を

て
く
だ
さ
い
。

き
ま
す
。

さ
い
。

「注
１
不
要
の
部
分
は
消
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ

３
変
更
認
定
申
請
の
場
合
は
、
変
更
に
係
る
事
項
の
み
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

い
。

」
に
改
め
る
。

様
式
第
八
中「

印
」

を
削
り
、 「注

１
不
要
の
部
分
は
消
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ
て
記
載
し

３
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

４
変
更
認
定
申
請
の
場
合
は
、
変
更
に
係
る
事
項
の
み
を
記
載
し
て
く
だ

」
を

て
く
だ
さ
い
。

き
ま
す
。

さ
い
。

「注
１
不
要
の
部
分
は
消
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ

３
変
更
認
定
申
請
の
場
合
は
、
変
更
に
係
る
事
項
の
み
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

い
。

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
中「
印
」

を
削
り
、 「注

１
不
要
の
部
分
は
消
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ
て
記
載

３
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が

４
変
更
認
定
申
請
の
場
合
は
、
変
更
に
係
る
事
項
の
み
を
記
載
し
て
く

」
を

し
て
く
だ
さ
い
。

で
き
ま
す
。

だ
さ
い
。

「注
１
不
要
の
部
分
は
消
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ

３
変
更
認
定
申
請
の
場
合
は
、
変
更
に
係
る
事
項
の
み
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

さ
い
。

」
に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

様
式
第
九
の
二
中「

印
」

及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

様
式
第
十
及
び
様
式
第
十
一
中「

印
」

及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

様
式
第
十
二
中「

印
」

及
び
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

様
式
第
十
三
中「

氏
名

印
」

を「
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
４
を
削
り
、
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、

備
考
６
を
備
考
５
と
す
る
。

様
式
第
十
四
中「

氏
名

印
」

を「
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、

備
考
４
を
備
考
３
と
す
る
。

様
式
第
十
五
の
二
中「

印
」

及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

様
式
第
十
八
及
び
様
式
第
十
九
中「

印
」

及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

様
式
第
二
十
及
び
様
式
第
二
十
一
中「

印
」

及
び
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
七
条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十

六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
七
中「

印
」

及
び
備
考
３
を
削
る
。

様
式
第
十
一
第
一
面
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員

氏
名
」

に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

様
式
第
十
五
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏
名
」

に
改
め
、

注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、
注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
二
十
二
中「

印
」

及
び
備
考
３
を
削
る
。

（
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
改
正
）

第
百
十
八
条

国
土
交
通
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
（
平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
等
が
定
め
る
措
置

（
国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
十
九
条

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
国
土

交
通
省
令
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
、
第
八
号
様
式
及
び
第
十
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
の
様
式
中「印

」

及
び
注
３
を
削
る
。

第
十
八
号
様
式
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

印
」

を「
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

」
に
改
め
、
注
を
削
る
。

（
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
条

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中「

氏
名

印
」

を「
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
３
を
削
り
、備
考
４
を
備
考
３
と
し
、

備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
備
考
６
を
備
考
５
と
す
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

別
記
様
式
第
二
中「

氏
名

印
」

を「
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す

る
。別

記
様
式
第
三
中「

印
」

及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
及
び
別
記
様
式
第
五
中「

印
」

及
び
備
考
５
を
削
る
。

別
記
様
式
第
六
中「

氏
名

印
」

を「
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
３
を
削
り
、備
考
４
を
備
考
３
と
し
、

備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
備
考
６
を
備
考
５
と
す
る
。

別
記
様
式
第
七
中「

氏
名

印
」

を「
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、備
考
３
を
備
考
２
と
し
、

備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
す
る
。

別
記
様
式
第
八
中「

印
」

及
び
備
考
５
を
削
る
。

（
景
観
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
一
条

景
観
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
中「

印
」

及
び
備
考
６
を
削
る
。

様
式
第
二
中「

印
」

及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

様
式
第
八
中「

印
」

及
び
備
考
４
を
削
る
。

（
屋
外
広
告
物
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
二
条

屋
外
広
告
物
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
令
第
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

様
式
第
一
号
中「

申
請
者

印
」

を「
申
請
者

」
に
改
め
る
。

（
都
市
鉄
道
等
利
便
増
進
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
三
条

都
市
鉄
道
等
利
便
増
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中「


」

及
び
注
５
を
削
る
。

第
二
号
様
式
中「


」

及
び
注
３
を
削
る
。

第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中「


」

及
び
注
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中「


」

及
び
注
６
を
削
る
。

第
六
号
様
式
中「


」

及
び
注
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中「


」

及
び
注
３
を
削
る
。

第
八
号
様
式
中「


」

及
び
注
を
削
る
。

第
九
号
様
式
中「


」

及
び
注
３
を
削
る
。

第
十
号
様
式
中「


」

及
び
注
を
削
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
六
条

国
土
交
通
省
関
係
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令

第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中「

印
」

及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
四
条

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交

通
省
令
第
三
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
三
中「

申
請
者
氏
名

印
」

を「
申
請
者
氏
名

」

に
、

「
国
土
交
通
大
臣
殿
」

を「
北

地
方
整
備
局
長

海
道
開
発
局
長
殿

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
中
「申

請
者
の
住
所

及
び
氏
名

印

」
を
「申

請
者
の
住
所

及
び
氏
名

」
に
、「国

土
交
通
大
臣
殿

」
を

「
地
方
整
備
局
長

北
海
道
開
発
局
長
殿

」
に
改
め
る
。

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
輸
送
事
業
者
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省
令

の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
五
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
輸
送
事
業
者
に
係
る
届
出
等
に

関
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
及
び
様
式
第
二
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
６
を

削
る
。

様
式
第
三
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
４
を
削
り
、
備
考
５

を
備
考
４
と
し
、
備
考
６
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
四
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
５
を
削
り
、
備
考
６

を
備
考
５
と
し
、
備
考
７
か
ら
備
考
20
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
五
及
び
様
式
第
六
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
６
を

削
る
。

様
式
第
七
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
４
を
削
り
、
備
考
５

を
備
考
４
と
し
、
備
考
６
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
八
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
５
を
削
り
、
備
考
６

を
備
考
５
と
し
、
備
考
７
か
ら
備
考
20
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
九
中「


」

を
削
る
。

様
式
第
十
二
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
４
を
削
り
、
備
考

５
を
備
考
４
と
し
、
備
考
６
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
十
三
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
５
を
削
り
、
備
考

６
を
備
考
５
と
し
、
備
考
７
か
ら
備
考
26
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
十
四
、
様
式
第
十
六
及
び
様
式
第
十
八
中「


」

を
削
る
。

様
式
第
二
十
及
び
様
式
第
二
十
一
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備

考
５
を
削
り
、
備
考
６
を
備
考
５
と
し
、
備
考
７
か
ら
備
考
15
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
二
十
二
及
び
様
式
第
二
十
三
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、

備
考
５
を
削
る
。

様
式
第
二
十
四
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
３
を
削
り
、
備

考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
か
ら
備
考
７
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
二
十
五
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「
代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
５
を
削
り
、
備

考
６
を
備
考
５
と
し
、
備
考
７
か
ら
備
考
20
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

様
式
第
二
十
六
中「

印
」

及
び
備
考
６
を
削
り
、
備
考
５
を
備
考
６
と
し
、
備
考
２
か
ら
備
考
４
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
下
げ
、
備
考
１
の
次
に
次
の
備
考
を
加
え
る
。

２

※
印
を
付
し
た
欄
に
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

様
式
第
二
十
七
か
ら
様
式
第
二
十
九
ま
で
の
様
式
中「

代
表
者
の
氏
名

印
」

を「代
表
者
の
氏
名

」

に
改
め
、
備
考
７
を
削
る
。





様
式
第
一
中「

印
」

を
削
り
、 「注

１
不
要
の
部
分
は
消
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ
て
記
載
し

３
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
に
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

４
変
更
認
定
申
請
の
場
合
は
、
変
更
に
係
る
事
項
の
み
を
記
載
し
て
く
だ

」
を

て
く
だ
さ
い
。

き
ま
す
。

さ
い
。

「注
１
不
要
の
部
分
は
消
し
て
く
だ
さ
い
。

２
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
表
者
の
氏
名
も
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ

３
変
更
認
定
申
請
の
場
合
は
、
変
更
に
係
る
事
項
の
み
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

い
。

」
に
改
め
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
七
条

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中「

印

」

を「

」

に
改
め
、
備
考
５

中「
が
記
名
押
印
し
、
又
は
署
名
す
る
」

を「
の

氏
名
を
記
載
す
る
」

に
改
め
、
同

中「
が
、
そ
の
」

を「
の
」

に
、

「
が
記
名
押
印
し
、
又
は
署
名
す
る
」

を「
の

氏
名
を
記
載
す
る
」

に
改
め
る
。

（
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
八
条

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
土
交

通
省
令
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
第
一
面
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印
」

を「申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」

に
、

「
係

員
印
」

を「
係
員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

第
五
号
の
二
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
二
を
削
り
、
備
考
一
を
備
考
と
す
る
。

第
五
号
の
三
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
二
を
削
り
、
備
考
三
を
備
考
二
と
す
る
。

第
五
号
の
四
様
式
第
一
面
中「

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印
」

を「
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」

に
、

「
係
員
印
」

を「
係
員
氏
名
」

に
改
め
、
注
意
を
削
る
。

（
海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
九
条

海
洋
構
築
物
等
に
係
る
安
全
水
域
の
設
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省

令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中「


」

及
び
備
考
５
を
削
る
。

（
広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
条

広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第

七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促
進
の
た
め
の
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
五
条

排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
の
保
全
及
び
利
用
の
促
進
の
た
め
の
低
潮
線
の
保
全
及
び
拠
点
施
設

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

（
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
六
条

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中
「
印
」
及
び
備
考
二
を
削
り
、
備
考
三
を
備
考
二
と
し
、
備
考
四
か
ら
備
考
六
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
中
「申

請
者
氏
名

印

」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に

改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
し
、注
意
２

か
ら
注
意
２

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
七
中
「印
」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
九
及
び
別
記
様
式
第
十
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備

考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
す
る
。

（
特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
一
条

特
定
住
宅
瑕
疵
担
保
責
任
の
履
行
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省

令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
、
第
三
号
の
四
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
、
第
七
号
様
式
か
ら
第
九
号
様

式
ま
で
及
び
第
九
号
の
四
様
式
か
ら
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
二
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
、
備
考
３
を
削
り
、
備

考
４
を
備
考
３
と
し
、
備
考
５
を
備
考
４
と
し
、
備
考
６
を
備
考
５
と
す
る
。

（
海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改

正
）

第
百
三
十
二
条

海
上
運
送
法
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
、
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
三
条

国
土
交
通
省
関
係
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
中「（第

五
条
関
係
）

」を「（第
四
条
関
係
）

」に
改
め
、「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考

２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
６
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
二
中
「

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
四
条

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
平
成
二
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
第
一
面
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
４
を
削
り
、
注
意
５
を
注
意
４
と
し
、
注
意
６
を
注
意
５
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」に
、「係

員
印

」

を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
３
を
削
る
。

第
五
号
様
式
第
一
面
中
「氏

名
又
は
名
称

印

」
を
「氏

名
又
は
名
称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
３
を
削
り
、
注
意
４
を
注
意
３
と
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」に
、「係

員
印

」

を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２
を
削
り
、
注
意
１
を
注
意
と
す
る
。





第
八
号
様
式
中「

S
ig
n
a
tu
re
o
f
M
a
ster

船
長
の
署
名
























」

を
削
る
。

令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

別
記
様
式
第
十
一
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と

す
る
。

別
記
様
式
第
十
三
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
四
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意

２
と
す
る
。

（
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
七
条

都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
中
「
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
も
の
」
を
「
氏
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
中
「印

」
及
び
「３

．
申
請
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
の
記
載
を
自
署

で
行
う
場
合
に
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

」を
削
る
。

様
式
第
三
中
「印

」
及
び
注
意
２
を
削
り
、
注
意
３
を
注
意
２
と
し
、
注
意
４
を
注
意
３
と
す
る
。

様
式
第
五
第
一
面
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
３
を
削
り
、
注
意
４
を
注
意
３
と
す
る
。

様
式
第
七
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「係

員
印

」

を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２
を
削
り
、
注
意
３
を
注
意
２
と
し
、
注
意
４
を
注
意
３
と
す
る
。

（
船
員
の
労
働
条
件
等
の
検
査
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
八
条

船
員
の
労
働
条
件
等
の
検
査
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
、
第
五
号
様
式
、
第
七
号
様
式
及
び
第
九
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
３
を
削

る
。第

十
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

（
海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
三
十
九
条

海
賊
多
発
海
域
に
お
け
る
日
本
船
舶
の
警
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
国

土
交
通
省
令
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
の
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

第
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
四
条

国
土
交
通
省
関
係
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
10
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
10
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中
「
」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

（
総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
条

総
合
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
国
土
交
通
省

令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「平
成

」
を
「令

和

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改

め
、
備
考
を
削
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
地
域
再
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
一
条

国
土
交
通
省
関
係
地
域
再
生
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
及
び
様
式
第
二
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

様
式
第
三
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
し
、
備
考
４
か
ら
備
考
６
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

様
式
第
四
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

（
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
二
条

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省

令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
も
の
」
を
「
氏
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
も
の
」
を
「
氏
名
の
記
載
が
あ
る
も
の
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
中
「提

出
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「提

出
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「設

計
者
氏

名
印

」
を
「設

計
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
る
。

様
式
第
二
中
「提

出
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「提

出
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「設

計
者
氏

名
印

」
を
「設

計
者
氏
名

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
二
中
「届

出
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「届

出
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
る
。

様
式
第
二
十
三
中
「届

出
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「届

出
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
七
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
改
め
、

注
意
２
を
削
り
、
注
意
３
を
注
意
２
と
し
、
注
意
４
を
注
意
３
と
す
る
。

様
式
第
三
十
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
改
め
、
注

意
１
を
削
り
、
注
意
２
を
注
意
１
と
し
、
注
意
３
を
注
意
２
と
す
る
。

様
式
第
三
十
三
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
り
、
注
意
２

を
注
意
２

と
す
る
。

様
式
第
三
十
五
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２
を
削
り
、
注
意
３
を
注
意
２
と
し
、
注
意
４
を
注
意
３
と
す
る
。

様
式
第
三
十
七
中
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「申

請
者
の
氏
名
又
は
名
称

」
に
、「係

員
印

」
を
「係

員
氏
名

」
に
改
め
、
注
意
２

を
削
る
。

（
共
通
構
造
部
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
三
条

共
通
構
造
部
型
式
指
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「印

並
び
に

」
及
び
備
考

を
削
る
。

第
二
号
様
式
中
「印

並
び
に

」
及
び
備
考

を
削
り
、
備
考

を
備
考
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中
「印

並
び
に

」
及
び
備
考
を
削
る
。





令和年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
）

第
百
四
十
五
条

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九

年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
３
を
備
考
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「印

」
及
び
備
考
２
を
削
り
、
備
考
１
を
備
考
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
六
条

国
土
交
通
省
関
係
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
中
「印
」
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
七
条

国
土
交
通
省
関
係
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一

年
国
土
交
通
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
三
号
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
七
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
八
号
様
式
中
「印

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
九
号
様
式
、
第
十
号
様
式
及
び
第
十
二
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
中
「

」
及
び
注
４
を
削
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「

」
及
び
注
３
を
削
る
。

第
十
六
号
様
式
か
ら
第
十
八
号
様
式
ま
で
の
様
式
及
び
第
二
十
一
号
様
式
中
「

」
及
び
注
２
を
削
り
、
注
１
を

注
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
八
条

国
土
交
通
省
関
係
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
一
年
国
土
交
通
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
中
「印

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置

法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
百
四
十
九
条

国
土
交
通
省
関
係
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
令
和
元
年
国
土
交
通
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
10
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「

」
及
び
備
考
１
を
削
り
、
備
考
２
を
備
考
１
と
し
、
備
考
３
か
ら
備
考
８
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
上
げ
る
。

（
自
動
車
の
特
定
改
造
等
の
許
可
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
百
五
十
条

自
動
車
の
特
定
改
造
等
の
許
可
に
関
す
る
省
令
（
令
和
二
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中
「印

並
び
に

」
及
び
備
考

を
削
り
、
備
考

を
備
考
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り

繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




